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～100万円お申込み毎に、現金1,000円をプレゼント～ 

 

株式会社 伊予銀行（頭取 大塚 岩男）は、「0.1％分を還元！個人向け国債で安心キャンペーン」

を実施いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。 

このキャンペーンでは、平成29年 2月 1日（水）から2か月限定で、期間中に個人向け国債（3

年固定、5年固定、10年変動）をお申込みいただいた方を対象に、100万円お申込み毎に現金1,000

円をプレゼントいたします。 

 

記 

 

○キャンペーン期間 

平成29年2月1日（水）～平成29年3月31日（金） 

 

○「0.1％分を還元！！個人向け国債で安心キャンペーン」 

項  目 内  容 

対象の方 
期間中に個人向け国債（3年固定、5年固定、10年変動）をお申込みいただい

た方 

特  典 
100万円お申込み毎に現金1,000円プレゼント 

※現金は、平成２９年４月中旬頃に、指定預金口座に入金いたします。 

以 上 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

私たちはチャレンジします。みなさまの笑顔のために。        NEWS RELEASE          

株式会社 伊予銀行 愛媛県松山市南堀端町1番地 〒790-8514 TEL(089) 941-1141 



 

 

 

【本キャンペーンおよび個人向け国債に関するご留意事項】 

・本キャンペーンは運用口座（いよぎん証券仲介口座）でのお取り引きが対象です。 

・本キャンペーンは個人向け国債の発行中止等により期間終了前に終了する場合がございます。 

・個人向け国債は預金ではありませんので、預金保険の対象とはなりません。 

・個人向け国債には、その発行から１年間の中途換金禁止期間があります。その後は額面金額で中途換

金ができます。 

・中途換金する場合、額面金額に経過利子相当額を加えた金額から、直前２回分の各利子（税引前）相

当額×０．７９６８５の中途換金調整額が差し引かれます。なお、額面金額に経過利子相当額を加え

た金額から、中途換金調整額を差し引いた金額が、中途換金した場合における所得税の計算上、収入

金額となります。 

・国債の利子は、受取時に２０．３１５％分の税金が差し引かれます。 

・個人向け国債の購入に際しては、購入対価のみをお支払いいただき、手数料はかかりません。 

・個人向け国債は、当行に開設された国債の振替口座で管理されることになります。当行では、口座管

理手数料を無料としております。 

・個人向け国債のお取り引きは、クーリング・オフの対象になりません。 

・お取り引きにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

株式会社伊予銀行（登録金融機関） 

登録番号：四国財務局長（登金）第２号 
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 

 
商号：いよぎん証券株式会社 

金融商品取引業者：四国財務局長（金商）第２１号 

加入協会：日本証券業協会 
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